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質問①に対する回答 
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質問①に対する参考資料 
• 「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」（5.2.1節）によると、機器・配管系の静的

地震力について「耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記5.2.1節に示す地震層せん
断力係数に施設の重要度分類に応じた係数（Cクラスの場合は1.0）を乗じたものを水平震度
とし、当該水平震度及び上記5.2.1 の鉛直震度をそれぞれ２０％増しとした震度から求めるこ
と。」と記載されている。 

• 「耐震設計に係る設工認審査ガイド」 （2.3節 設計用地震力の算定）によると、具体的な地震
力は下記のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 上表のとおり、耐震設計では鉛直方向の地震力は考慮する必要は無いが、安全側に水平
方向と同じ地震力が働いたと仮定する。その場合、燃料要素等の下端部に対し、それより上
にある重量の荷重に加えて下方向の地震荷重が加わる。そのため下端部には通常の静的
な荷重（重量に1.0を掛けた荷重）と地震力による荷重（重量に0.24を掛けた荷重）が加わる
ので、地震力を考慮しない場合の付加荷重を1.24倍した荷重が加わると仮定することになる。 

Ｋ h ( 1 .2C ｉ )は、1.2C ｉ から定まる建物・構築物の水平地震力。 
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質問②に対する回答 
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以上を踏まえ、適合性資料の記載を以下に改める（青字が追記部分）。 

 設置変更承認申請書の添付書類八の８－１－３－２節において、燃料要素は安全上の機能
別重要度分類としてＰＳ－３及びＭＳ－３に分類され、安全機能として、「炉心の形成」及び「放
射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減」が求められている。 
 
 炉心の形成のためには、燃料要素がさや管あるいは支持フレームに装填されて使用されるこ
とから、さや管あるいは支持フレームに装填できないほど有意な変形があってはならない。また、
放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減のためには、燃料要素に有意な傷があってはなら
ない。 
 
 本申請の対象である燃料要素は、運転により燃料要素に蓄積される核分裂生成物が僅少で
あり、運転後においても燃料要素を直接手で取り扱うことが可能である。したがって、安全を確
保する上で必要な機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持する
ための保守として、有意な変形、有意な傷がないことを目視により確認することが可能である。
そのため、燃料要素を収納するとき、燃料集合体を組み立てるとき、保管中のものは年に一度
の定期的な目視検査を行い、外観に有意な変形、有意な傷が発見された場合には、その燃料
は使用せずに保管し、予備の燃料要素に交換する。 
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質問③に対する回答 
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以上を踏まえ、適合性資料の記載を以下に改める（青字が追記部分）。 

 当該燃料要素は、最大熱出力が100Wであるため、運転中の核分裂数は少なく、また、運転

により燃料要素に蓄積される核分裂生成物（ＦＰ）が僅少であるため、運転による放射線の影響
は低く、加えて、架台（炉心）は開放型であることから、最高使用圧力は常圧であり、被覆材の
耐力を下回ることから、過渡変化時及び設計基準事故時において、燃料要素が有する機能に
影響を与えうると想定される環境条件としては、当該燃料要素の温度上昇がある。 
 
 設置変更承認申請書の添付書類八の８－１－３－２節において、燃料要素は安全上の機能
別重要度分類としてＰＳ－３及びＭＳ－３に分類され、安全機能として、「炉心の形成」及び「放
射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減」が求められている。 
 炉心の形成のためには、当該燃料要素がさや管あるいは支持フレームに装填されて使用さ
れることから、温度上昇により、さや管あるいは支持フレームに装填できないほど有意な変形が
生じてはならない。 
 また、放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減のためには、温度上昇により、燃料要素に
有意な傷が生じてはならない。 
 
 それに対して、当該燃料要素における初期値25℃からの温度上昇の最大値は、固体減速炉
心での運転時の異常な過渡変化における49.3℃（最大値74.3℃）、軽水減速炉心で２℃（最大
値27℃）である。これらの温度は、当該燃料の機能に影響を与えうると想定される燃料の許容
設計限界の燃料最高温度400℃に比べて十分低いことから、温度上昇の影響を受けることはな
い。 
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質問④に対する回答 
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【軽水減速炉心】 
 燃料要素には、「炉心の形成」及び「放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減」の機能が求
められることから（設置変更承認申請書の添付書類八の８－１－３－２節）、必要な物理的性質
とは形状維持であり、必要な化学的低質とは耐腐食性であると考える。 
 
 軽水減速炉心における最大熱出力は100Wであるため、運転中の核分裂数は少なく、また、
運転により燃料要素に蓄積される核分裂生成物（FP）は僅少のため、運転による放射線の影響
は低く、加えて、最高使用圧力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での
温度上昇は最大でも約2℃以下）と低いため影響はない。 
 
 具体的に示すと、形状維持に関して、温度については、初期値25℃から温度上昇が2℃以下
であり、燃料の許容設計限界の燃料最高温度400℃に比べて十分低いため、異常をもたらすよ
うな熱応力、ブリスタ（400℃を超えないことが基準）は発生しない。また、放射線については、照
射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小さく、燃料要素被覆材の変形は生

じない。加えて、架台（炉心）は開放型であることから、最高使用圧力は常圧であり、被覆材の
耐力を下回る。 
 耐腐食性については、使用する被覆材が耐食性アルミニウムであり、さらに、これまでKUCAで
約45年間使用していたものとほぼ同じアルミニウム合金であり、これまで腐食は確認されてい
ない。 
  
 以上のことから、運転時においても、物理的および化学的性質を保持できるものである。 

以上を踏まえ、適合性資料の記載を以下に改める（青字が追記部分）。 
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【固体減速炉心】 
 燃料要素には、「炉心の形成」及び「放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減」の機能が求
められることから（設置変更承認申請書の添付書類八の８－１－３－２節）、必要な物理的性質
とは形状維持であり、必要な化学的低質とは耐腐食性であると考える。   
 
 固体減速炉心における最大熱出力は100Wであるため、運転中の核分裂数は少なく、また、
運転により燃料要素に蓄積される核分裂生成物（FP）は僅少のため、運転による放射線の影響
は低く、加えて、最高使用圧力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での
温度上昇は最大でも49.3℃）と低いため影響はない。 
 
 具体的に示すと、形状維持に関して、温度については、初期値25℃から温度上昇が最大49.
3℃であり、燃料の許容設計限界の燃料最高温度400℃に比べて十分低いため、異常をもたら
すような熱応力、ブリスタ（400℃を超えないことが基準以下）は発生しない。また、放射線につ
いては、照射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小さく、燃料要素被覆材の

変形は生じない。加えて、架台（炉心）は開放型であることから、最高使用圧力は常圧であり、
被覆材の耐力を下回る。 
 耐腐食性については、使用する被覆材が耐食性アルミニウムであり、さらに、 これまでKUCA
で約45年間使用していたものとほぼ同じアルミニウム合金であり、これまで腐食は確認されて
いない。 
 
 以上のことから、運転時においても、物理的および化学的性質を保持できるものである。 
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質問⑤に対する回答 










